
【貢献活動 優秀賞】石川県／子育てにやさしい企業推進協議会 

 

【石川県】 

住  所：石川県金沢市鞍月 1-1 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.ishikawa.jp/ 

職 員 数：３，６５３人 

【子育てにやさしい企業推進協議会】 

住  所：石川県金沢市本多町 3-1-10 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.i-oyacomi.net/prepass/ 

職 員 数：２人 

 

～中小企業への取り組みと「プレミアム・パスポート」の創設～ 

 

【石川県の一般事業主行動計画に関する取組み】 

１．取組みの概要 

平成 19 年 3 月制定の「いしかわ子ども総合条例」に基づき、次世代育成支援対策推進法に

おいて大企業（常用雇用者 301 人以上）に課されている一般事業主行動計画の策定義務を全

国に先駆け、常用雇用者 100 人以上 300 人以下の中小企業に拡大（平成 20 年 4 月 1日施行）。 

このため、県内中小企業を対象に、説明会の開催、計画策定の予定等に関するアンケート

調査の実施、社会保険労務士の派遣、啓発用ＤＶＤや策定の手引きの作成・配布などにより、

行動計画の策定を積極的に支援している。 

また、一昨年から、行動計画の概要を公表する企業を「ワークライフバランス企業」とし

て県のホームページで紹介するとともに、特に積極的な取組みや成果がある企業を県知事表

彰している。さらにいしかわ子ども総合条例において、全国で初めて、行動計画の概要の公

表について努力義務とした。 

 

２．ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ経緯、理由 

法律で行動計画の策定が義務化されているのは常用雇用者 301 人以上の大企業だけであり、

中小企業は努力義務にとどまっている。全国でみれば大企業で働く労働者は４割強となって

いるが、中小企業が多い本県では２割強の労働者しか行動計画の対象になっていないことか

ら、県条例で策定義務の範囲を拡大。 

 

３．取組みによる具体的効果 

・行動計画策定数（19.10.1 現在） 

301 人以上  117 社（策定率  100％） 

100～300 人   44 社（策定率 約 13％）※100％策定に向け取組中。 

99 人以下  417 社（策定率 約 2.6％） 

・ワークライフバランス企業登録数（19.10.1 現在）109 社 

 

【子育てにやさしい企業推進協議会による「プレミアム・パスポート」の創設】 

１．取組みの概要 

子ども（18 歳未満）が 3 人以上いる多子世帯に対し、プレミアム・パスポートというカー



ドを発行し、そのカードを事業に協賛する店舗で提示すると、あらかじめ店舗ごとに独自に

定められた特典を受けられるもの。協賛する店舗へはステッカーを配布し、店頭に掲示して

もらう。また情報誌やホームページ等により協賛店舗を「子育てにやさしい店」としてＰＲ

している。 

 

２．ワーク・ライフ・バランス推進に取組んだ経緯、理由 

平成 17 年 3 月に石川県が策定した「いしかわエンゼルプラン２００５」において、今後の

施策の基本的な視点として次の子を生み育てたくなる環境づくりを掲げており、その具体的

取組みの一つとして、企業の子育て支援への参画を促すことを目的として創設したものであ

る。 

 

３．取組みによる具体的効果 

協賛企業からは、社会的貢献ができ、また、従業員の子育て支援に対する意識の啓発にも

つながったなど概ね良い評価をいただいている。また、プレミアム・パスポートの利用者も

対象世帯の約 9 割となるなど、地域において着実に定着してきており、子育てを地域社会全

体で支える機運の醸成にもつながっている。 


